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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！ 
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就業規則にも様々なものがあります。 

特に懲戒事由は各社様々なものがあり

ます。 

中には本当にこの懲戒事由で懲戒して

も良いのか疑問思うものもあります。 

裁判所は、二通りの方法で懲戒処分の有

効性を判断しております。 

一つは懲戒事由に形式的には該当して

いるものの、権利の濫用に当たるとして、

それを無効とするもの、懲戒事由を限定解

釈して、そもそも懲戒事由に当たらないと

して懲戒処分を無効とするものがあります。 

あるハイヤー会社が、運転手が口ひげを

生やしたことが「ヒゲをそり、頭髪は綺麗

に櫛をかける」との「乗務員勤務要領」に

違反したとして、その運転手に対し乗車停

止処分を行いました。 

運転手は、裁判所に口ひげをそる義務の

ないことの確認を求めて訴訟を起こしまし

た。 

ハイヤーの運転手がヒゲをはやしてよ

いか否かについては様々な意見があると思

います。 

ハイヤー運転手たるもの清潔な身なり

でなければならない、ヒゲを生やすなども

ってのほかと思う方もいるかもしれません。 
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また、ヒゲを生やすことは禁止するべき

ではないが、無精ヒゲなどお客様に不快感

を与えるものについては禁止するべきであ

ると思う方もいるかもしれません。 

裁判所は、禁止されるべきヒゲは「無精

ひげ」とか「異様、奇異なひげ」のみを指

し、格別の不快感や反発感を生ぜしめない

口ひげはそれに該当しないと判断しました

（イースタン・エアポートモータース事件 

東京地裁判決昭和５５年１２月１５日）。

「ひげ」にも二種類あり、企業秩序を乱す

ひげと乱さないひげがあるということです。 

この事案は、「乗務員勤務要領」が就業

規則に当たらないと裁判所が判断したため、

厳密には就業規則の裁判例ではないのです

が、就業規則に服務規律として同様の条項

があっても同じように判断するため、本稿

で取り上げました。 

裁判所は、一方で会社が独自のルールを

定めることを尊重しつつも、一定の限度を

超えた会社の懲戒処分については無効とし

てしまいます。 

いちいち懲戒処分が無効であるとして

訴える可能性は低いのですが、例えば、再

雇用基準に「過去１年間に懲戒処分を受け

ていないもの」などの規程があった場合に、

再雇用を希望する従業員が懲戒処分の無効

を争うことは十分考えられるところです。 

 

★就業規則は「諸刃の剣」（６） 


